
令和４年１２月９日

道 路 局 路 政 課

道路法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について

令和３年度の固定資産税評価額の評価替え等を踏まえ、指定区間内の国道に係る占用料

の額を改定する改正を行う「道路法施行令の一部を改正する政令」が、本日、閣議決定さ

れました。

１．背景

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第３９条において、道路管理者は、道路の占

用につき占用料を徴収することができることとされており、占用料の額は、指定区間

内の国道にあっては政令で定めることとされています。

指定区間内の国道の占用料の額については道路法施行令（昭和２７年政令第４７９

号）別表において、固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の動向な

どを考慮して定められているところ、これらの変動を反映し、令和５年度以降の占用

料の額の見直しを行う必要があります。

２．改正の概要

占用料の額について、占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準（固定

資産税評価額）、地価に対する賃料の水準の変動等を反映した適切なものとするため、

令和３年度に行われた固定資産税評価額の評価替えや地価に対する賃料の水準の変動

等を踏まえ、道路法施行令別表に定める占用料の額を見直すこととします。

３．スケジュール

公布日：令和４年１２月１４日（水）

施行日：令和５年 ４月 １日（土）

※「開発道路に関する占用料等徴収規則の一部を改正する省令」（本政令の公布

後、内容を報道発表予定）の公布・施行のスケジュールについても同様。

問い合わせ先

国土交通省道路局 路政課 道路利用調整室 企画専門官 大道 修 （内線37-362)

路政課 企画専門官 山内 将平（内線37-332）

代表：03-5253-8111 FAX：03-5253-1616

直通：03-5253-8481（道路利用調整室） 03-5253-8480（路政課本課）


